
目　　次

平成 30 年      月          日（水）

No.  14698　１部370円（税込み）

5 30

☆知的財産関連ニュース報道（韓国版） …… ⑿
☆知的財産研修会（職務発明制度の改訂実務） … ⒂

☆アセアン諸国の知的財産制度
　−第10回−　フィリピン（下） …………… ⑴

１．はじめに
　本稿は、アセアン諸国の知的財産制度について、
複数回に分けて紹介するものである。今回は、フィ
リピンの知的財産制度のうち、商標制度、著作権制
度を中心に解説する。

２．総論
　近年、フィリピンでは、知的財産制度の整備が推

進されており、2012年７月25日には、マドリッド協
定議定書が発効し、同日からマドリッド協定議定書
による国際登録出願の受理が開始されている。その
他の条約については、フィリピンは、1951年にベル
ヌ条約に加盟し、1965年にパリ条約に加盟し、1995
年にTRIPS協定に加盟している。また、1984年にロー
マ条約に加盟し、2001年にPCT条約に加盟し、2002
年にWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約
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に加盟している。
　フィリピン知的財産庁と日本国特許庁は、協力関
係が強化されており、2016年度は、メカトロニクス
分野における日本国特許庁の特許審査官がフィリピ
ンに派遣されている。フィリピンからは、フィリピ
ン知的財産庁長官等が、日本国特許庁を訪問すると
ともに、日本の関係機関等との意見交換が行われて
いる。
　また、2002年１月より、フィリピン知的財産庁が
受理したPCT国際出願の国際調査・国際予備審査は、
日本国特許庁が管轄している。また、2012年３月か
ら開始したフィリピンと日本の特許審査ハイウェイ

（試行プログラム）は、2015年３月より更に５年間延
長されている。今後とも、フィリピン知的財産庁と
日本国特許庁の協力関係が強化されることに期待し
たい。

３．商標制度（知的財産法）
　フィリピンの知的財産法は、2013年３月22日に改
正法が施行され、現在に至っている。以下では、こ
の改正法に基づいて、フィリピンの商標制度につい
て解説する。（以下、この章では、括弧書の条文は、
特に指示がない場合には、フィリピン知的財産法の
条文を示す。）

（１）保護対象

「標章」とは、「商品又はサ－ビスを識別するこ
とができる可視標識」として定義されている（121.1
条）。

また、「団体標章」とは、「出所その他の共通の
特性を識別することができる可視標識」として定
義され、「共通の特性には、登録された団体標章
の権利者の管理のもとにその標識を使用する個々
の企業の商品又はサ－ビスの質を含む。」と規定さ
れている（121.2条）。

なお、連合商標、証明商標、防護商標制度は、
採用されていない。
＜解説＞

フィリピンでは、標章の定義規定から、立体商
標、色の組み合わせ、ホログラムは認められるが、
音、匂い、味、単色、動く商標などは、商標とし
て認められていないと考えられる。

（２）登録要件（相対的登録要件）

次の標章については、登録を受けることができ
ない（123.1条）。
①他の権利者に帰属する登録された標章又は先の

出願日若しくは優先日を有する標章に同一で
あって、かつ、次の何れかに係る標章（123.1（d）
条）

（i）同一の商品又はサ－ビス
（ii）密接に関連する商品又はサ－ビス
（iii）欺瞞するか若しくは混同を生じさせる虞が

ある程に類似している場合
②フィリピンにおいて登録されているか否かを問

わず、フィリピンの権限のある当局により出願
人以外の者の標章として国際的に及びフィリピ
ンにおいて広く認識されていると認められた標
章に同一であるか若しくは混同を生じさせる程
に類似しているか又はそのような標章の翻訳で
あり、かつ、同一又は類似の商品又はサ－ビス
に使用する標章（123.1（e）条）

③上記②に従って広く認識されていると認められ、
かつ、登録されている商品又はサ－ビスと類似
していない商品又はサ－ビスについて、フィリ
ピンにおいて登録されている標章に同一である
か若しくは混同を生じさせる程に類似している
か又はそのような標章の翻訳である標章（123.1

（f）条）

（３）登録要件（絶対的登録要件）

次の標章については、登録を受けることができ
ない（123.1条）。
①反道徳的、欺瞞的若しく中傷的な事項、又は、

個人、団体、宗教若しくは国の象徴を傷付け、
それらとの関連を誤認させるように示唆し、若
しくはそれらに侮辱若しくは汚名を与えるおそ
れがある事項からなる標章（123.1（a）条）

②フィリピン、フィリピンの政治上の分権地若し
くは外国の国旗、紋章その他の記章、又はそれ
らに類似したものからなる標章（123.1（b）条）

③存命中の特定の個人の氏名、肖像若しくは署名
からなる標章（ただし、その者の承諾を得てい
る場合を除く）又はフィリピンの故大統領の
氏名、署名若しくは肖像からなる標章（ただし、


